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優しい光になりたい…
「NPO法人地域福祉ネットワークいわき」は、高齢者や障がい
者をはじめとした誰もが自らの意志により、どこでどのように
暮らすか（暮らしたいか）を決め、実践することのできる地域
社会の実現を目指していきます。私たちの組織は平成19年より
いわき市地域包括支援センター業務を、また平成29年よりい
わき基幹相談支援センター及び障がい者相談支援センター業
務を運営しております。

発行：NPO法人 地域福祉ネットワークいわき
編集 ：NPO法人 地域福祉ネットワークいわき広報委員会

〒970-8026　 福 島 県 い わ き 市 平 字 菱 川 町 １ 番 地 の ３
（いわき市社会福祉センター３階）

TEL.0246-68-7612　FAX.0246-21-7618
        yui@npo-fukushinetiwaki.com
        http://npo-fukushinetiwaki.com/

ご 感 想 は
こちらまで

［ｙｕｉ］vol.174

お　知　ら　せ

　現在、地域包括支援センターでは保健師・社

会福祉士・介護支援専門員を募集しています。

　応募希望の方は、履歴書を郵送するか、事務

局へご持参ください。

連絡先は表紙右上をご参照下さい。

　当法人では活動にご理解とご賛同をしてくだ

さる会員(正会員･賛助会員･協力会員)を募集して

います。

　会員として地域福祉に関するご意見・ご提案を

お寄せください。詳しくは

　法人事務局(☎６８-７６１２)まで!

会 員 募 集

HP
QRコード

Face
book
QRコード

地域福祉ネットワークいわき

平成29年度 通常総会 開催報告
平成29年５月24日に
通常総会が開催さ
れ、全ての議案が承
認されました。

①地域ケア会議の様子

④養成講座の様子

②見守り隊結成の様子 ③勉強会の様子

議事進行

理事長挨拶

質疑応答

28年度事業報告（抜粋）

総会の様子

関係機関、団体との連携強化（抜粋）
�地域包括ケアシステムの実現に向け、行政、社会福祉協議会、地区の住民と連携し地域ケア会議
を開催しました。52か所　79回（写真①）

�いわき市あんしん見守りネットワーク事業の推進に努め高齢者見守り隊の設立支援をしました。
４か所（写真②）

��地区内の介護支援専門員等と共に、医療と介護の連携強化に向けた勉強会や交流会を開催しまし
た。40回（写真③）

包括的支援業務（抜粋）
��総合相談対応の訪問延べ件数� 8,104件

��虐待相談対応件数� � � 　107件

��成年後見相談対応件数　　　　　　� 94件

��認知症サポーター養成講座（写真④）���65件

平成29年度事業計画（抜粋）
１　地域包括ケアシステム実現に向けて

　地域包括ケアシステムの実現に向けて、地域包括支援センター

機能強化と、業務の適正運営に全力を挙げ、「地域高齢者の実態把

握と認知症対策の推進、多職種協働による地域包括支援ネットワー

クの検証と構築」「地域ケア会議の推進及び関係機関・団体との連携強化」「広報・啓発活動の充実」「業務の平準化、

専門性の向上」「事業評価の推進としくみづくり」を重点的に取り組む。

２　障がい者相談支援事業の実施
　障害者総合支援法の基本理念と法の目的である「障害者が基本的人権を享有する個人の尊厳にふさわしい日常生活

又は社会生活を営む」ことを基本に据え、いわき障がい相談支援センター及びいわき基幹相談支援センターの適正運

営に努める。

３　組織及び体制の確立
　職員一人ひとりが法人職員としての意識の醸成を図ると同時に自らの役割

を常に自覚し、熱意と誠意を持って日々の業務に取り組むことができるよう、

組織及び体制の確立を図る。

４　法人独自事業の取り組み
　法人独自事業の「身元引受・連帯保証事業」が本格実施（Ｈ27.12）となり、

本事業の円滑な実施と施行に伴う課題等を含め進行管理を運用検討委員会、

理事会において協議する。

５　行政との連携
　行政と連携し、第７次高齢者保健福祉計画に基づく施策の推進に努める。

　本年４月から事務局長をしています園部と申します。
　当法人は、市から委託を受け、地域包括支援センター、
障がい者相談支援センターなどを運営しています。高齢
者や障がい者の皆さんの日々の相談窓口として相談に預
かるとともに、介護予防や介護が必要な方が暮らし続け
ることのできる地域づくりなどに取り組んでいます。暮
らしや健康に関することなど、お気軽にご相談ください。

　また、法人の目的は「ご本人が望めば、仮に障がいが
あっても暮らし続けることのできる地域社会の実現」で
す。その実現に向け、関係者の方々と連携し、新たな取
り組みにもチャレンジしたいと考えています。関心のあ
る方、ご意見いただければ幸いです。

事務局長 園 部　義 博



いわき基幹相談支援センター　☎22-1130（直通）　　　　
いわき障がい者相談支援センター
　　北部地域（平・四倉・久之浜大久・小川・川前）
　　　　　　　　　　　　　　☎22-1132（直通）
　　小 名 浜 地 域　　☎92-0415（直通）
　　勿 来 ・ 田 人 地 域　　☎63-2111（代表）内線5389
　　常 磐 ・ 遠 野 地 域　　☎43-2111（代表）内線5586
　　内郷・好間・三和地域　　☎27-8660（直通）　　
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誰もが安心して暮らし続けることができる地域を目指して!!
～ 障がい者の相談支援事業が始まりました ～

～ネットワークを組んで
チームで支え合おう!! ～

　平地区では、「ケアマネ交流会」や
「ヘルパー事業所交流会」を各事業所
と協力しながら定期開催しています。
ケアマネ交流会では、医療との連携・
事例検討を行い、ヘルパー事業所交
流会では緊急時対応法、調理実習等、
実践のスキルアップを図っています。
　地域包括ケアシステム構築のため、専門職として具現化できることを協議し、６月
には「ケア・カフェ」を協働開催しました。医療・介護・福祉の連携や、日ごろのケ
アの相談、交流などを目的に、まだ手探り段階ですが、ケアに関わる仕事の悩み解決や、
新たな考え方の出会いに繋がるよう期待しております。

～子供から大人までつながり
支え合う地域作りのために!!～

　四倉・久之浜大久地区においては、
今年度初めて「医療・介護・防災フェ
スタ」が６月25日（日）に開催されま
した。子供たちも含めた幅広い世代
の地域の皆様に医療・介護・防災の
情報を発信することで地域全体の意
識が高まり、より良い地域作りにつな
がっていくことを目的としています。
当日は多くの方々が参加し、健康作
りや認知症、介護予防、防災等に関心を持ちながら楽しいひと時を過ごしていたようです。
　今後も、行政をはじめ各関係機関との連携を密にし、地域の皆様と共に安心できる暮
らしやすい地域を目指して取り組んでいきたいと思います。

～ほっと一息つきませんか？～

　昨年度に引き続き「ほっと一息なこ

そ～介護者のつどい～」を開催して

います。

　これまでは隔月でしたが、参加者

から「もっと集まる機会が欲しい」と

いう要望を受け毎月開催しています。

　「介護者同士で気軽に語り合える場

があればいいな」という方、ゆっく

りお茶を飲みながらほっと一息できる

場所を一緒につくりませんか？

　お気軽にお問合せください。

～つどい・つながることで、新たな一歩を踏み出す大きなチカラを得ています!!～
　地域包括ケアシステム構築のために、地域ケア会議等を開催し地域課題の解決に取
り組んでおります。川前地区には、医療や介護施設がなく、小野町や平田村、川内村
等隣接する町村の事業所に協力をいた
だいており、連携強化に努めていると
ころです。小川地区でも、医療や介護
事業所は限られているのが現状です。
地域住民、地域内外の医療・介護関係
者、行政等とともに、多方面からアプ
ローチし、社会資源を最大限に活かし
て、お住まいの皆さまが暮らしやすい
と思える地域づくりに取り組んでいき
たいと考えております。

～地域包括ケアシステムの実現に向けて!! ～

　個別ケースの相談対応や地域関係者との関わりを通して、今年度は10カ所の小地域

ケア会議を開催し、地域課題の把握に努め、課題の整理および課題解決に向けた取り

組みを進めています。

　また、内郷・好間・三和地区管

内の潜在的な課題の把握と個別ケ

ア会議の推進のために、居宅介護

支援事業所に対しアンケート行

い、介護支援専門員が抱えている

困難な事例を把握し、個別ケア会

議を通し地域包括ケアの実現に向

け取り組んで参ります。

～だれもが見守り・支え合うまち常磐!!～
　春から新メンバーも加わり、新たな気持
ちで、皆様と「誰もが住みやすいまちづくり」
を目指していきたいと思います。今年度の
テーマは“認知症”と“多世代交流”です！
　以下の３つの取り組みを行います。
①地域住民、小中学校、企業など幅広い
層に向け認知症サポーター養成講座を開
催　②民生児童委員・ケアマネージャー合

同研修会の開催　③地域の介護支援専門員や医療関係者の共に学び・集う場の企画
　認知症を正しく理解し、認知症の方やそのご家族に対し温かく見守るネットワークが
広がるよう、医療介護・福祉の連携を強化してまいりたいと思います。よろしく、お願
いいたします。

市役所本庁舎１階

平地域包括支援センター ☎22-1174

四倉支所内

四倉･久之浜大久地域包括支援センター ☎32-2115

勿来支所内

勿来･田人地域包括支援センター ☎63-2140

小川支所内

小川･川前地域包括支援センター ☎83-1411

総合保健福祉センター２階

内郷･好間･三和地域包括支援センター ☎27-8660
常磐支所内

常磐･遠野地域包括支援センター ☎43-2151

～みんなで助けあおう！支えあおう！小名浜!!～
　認知症対策推進の一環として、「認知症の方も安心して暮らせる街づくり」を目指して
います。その中で、医療関係者、福祉事業所などと協力し、『小名浜地区認知症在宅ケ
ア講演会』を開催しました。小名浜
地区独自で、認知症の予防や啓発を
目的としたＤＶＤを作成し、参加者か
らは「認知症になったらなったでいい
じゃないかという言葉が頭に残り、肩
肘張らずに歳を重ねることができるよ
うに思えた。」「認知症を見守る人の
心構えを作っていくことが大切だと思
いました。」などの意見が多数聞かれ
ました。今年度も継続して開催します。

小名浜支所北分庁舎

小名浜地域包括支援センター ☎53-4760

～障がい者相談支援センターにご相談ください！！～

　障がい者相談支援体

制の充実・ 強化を図るた

めに、当法人で障がい者

相談支援事業の委託を

受け、基幹相談支援セン

ターを本庁障がい福祉課

内に、障がい者相談支援

センターを各地区包括支援センター内に設置する事になりました。

○�基幹相談支援センターでは地域におけるより専門的な相談支

援を行う中核的な機関として、主に相談支援事業所等からの

相談及び指導助言などの業務を行います。

○�障がい者相談支援センターでは障がいのある方やご家族など

に対し各種相談、 情報提供などを総合的に行い、 専門の相

談員が障がいの種別や年齢、障がい手帳の有無を問わず対

応します。


